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款 項 目

（単位：千円）

【事業概要】

【補正概要】

【 事業費の内訳 】

（単位：千円）

　[歳入] （単位：千円）

１　繰入金

１　他会計繰入金

2 基金繰入金

2 市債

１　市債

【 事業スケジュール 】

*現計予算額とは、当初予算額と補正予算額の合計のことを指します。

説　　　　明

説　　　　明

発行額の減に伴う元金償還金の減

発行実績反映に伴う利子の減

発行額の減に伴う発行手数料の減等

発行額の減に伴う減債基金積立金の減

土地売払収入等の増に伴う減債基金積立金の増

１　一般会計繰入金

３　公共事業用地費
会計繰入金

408,874

762,656

759,127

408,874

0

6,438

過年度発行分の償還財源対応に伴う減債繰入金の増

国の基準に対する償還額再計算に伴う必要額を補正

16

39,716,162

0

0

▲ 98,362

39,716,162

34,857,000

34,857,000

34,857,000

437,640,185

363,067,023

212,804,133

189,801,028

22,489,080

514,025

3,513

136,723

0

(1) 元金充当繰入金

(2) 利子充当繰入金

(3) 公債諸費充当繰入金

１　減債基金繰入金

39,579,439

１　借換債

合　　　　計

(1) 元金充当繰入金

(2) 利子充当繰入金

(3) 公債諸費充当繰入金

(1) 元金充当繰入金

２　母子父子寡婦福祉
資金会計繰入金

34,857,000

▲ 235,085

437,738,547

402,881,547

402,436

779,733

759,127

363,302,108

213,028,579

▲ 337,481

39,579,439

34,857,000

20,590

16

▲ 17,077

0

136,723

▲ 98,362

⑧減債基金積立金（第三セクター等改革推進債公債費）

402,783,185

34,857,000

189,224,031

22,826,561

977,987

402,436

▲ 17,077

▲ 463,962

三セク債にかかる土地売払収入等の増に伴う減債基金積立金の増等

▲ 224,446

295,137,507 ▲ 161,761

0 7,322,196

294,975,746

576,997

34,248,632

78,105,220

[歳出]

①元金（公債費）

⑥利子（第三セクター等改革推進債公債費）

➁利子（公債費）

現計予算額
A

④減債基金積立金 ▲ 315,446 77,789,774

➄元金（第三セクター等改革推進債公債費）

発行時に決定した償還スケジュールに従って元金と利子を支払うとともに、発行や償還に係る諸費用を随時支払う。

発行実績反映に伴う利子の減等

発行額減に伴う発行手数料の減等

発行実績反映に伴う利子の減

③公債諸費（公債費） 1,494,453

791

7,322,196

224,165

財　源　内　訳 一　般　会　計　繰　入　金　等
繰入金

189,852,968

繰入金 一般会計繰入金

1,816,850

市債金会計

２ 月 補 正 事 業 計 画 書

令和４年度       財政      局］
事  業  名

区　分 金　額 国 借換債 財産収入 諸収入

現計予算額
*

437,738,547 0 34,857,000

執行見込額
437,640,185 0 34,857,000189,979,052

0 △ 1,421,8111,197,3650

0 224,165

現計予算額
A

補正額
B

補正後
現計予算額

A+B

給与改定等による職員人件費の増額等及び利子等の減に伴う減額

補正額
B

補正後
現計予算額

A+B

(126,084)

1,030,491

437,640,185

20,851,025 1,197,365 22,048,390

0△ 98,362

0 791➆公債諸費（第三セクター等改革推進債公債費）

合　　　　計

今回補正額

437,738,547 ▲ 98,362

34,603,190 ▲ 354,558

市債発行にかかる元利償還金及び市債発行及びその償還にかかる諸費用などについて、各会計を統合整理を行う

0

0

6,438

28,398,177

29,595,542

▲ 463,962

182,813,552

1,816,850 0 181,391,741


